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「岐阜県河川整備計画検討委員会」を開催します 
 

 

 岐阜県では、河川法第１６条の２に基づき定める河川整備計画の原案に対

し、学識経験者をはじめとする有識者の方々から意見を聴取するため、岐阜県河川

整備計画検討委員会を設置しています。 

 このたび、木曽川上流圏域河川整備計画を一部変更するにあたり、下記の

とおり標記委員会を開催しますのでお知らせします。 
 
 

記 
 

１ 日 時 

令和７年１２月２２日（月） １０：００～１２：００  

 

２ 会 場 

   ＯＫＢふれあい会館 第１棟 ４０５会議室 

   （岐阜市薮田南５丁目１４－５３） 

 

３ 概 要 

木曽川上流圏域河川整備計画の変更（千旦林川の河川整備事項の追加等）に向

けた意見聴取  

 

４ そ の 他 

・委員会の取材は冒頭から開会挨拶までとさせていただきます。 

・一般傍聴を希望される方は、１２月１９日（金）１７時までに上記担当者ま

でご連絡をお願いします。 

・標記委員会の詳細については、裏面のとおりです。 

 

令和７年１２月１７日（水） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

河川課 
管理調整監 

企画環境係 

長谷川 

高橋 

内線 4631、4637 

直通 058-272-8585 

FAX 058-278-3568 



（参考） 

岐阜県河川整備計画検討委員会 

 

１ 設置目的 

河川法第１６条の２第３項の規定により、岐阜県が策定する「河川整備計画の原
案」に対して、学識経験者をはじめとする有識者の方々から意見を聴取する目的で
平成１２年３月２７日に設置しました。委員会は、岐阜県全体の立場から意見聴取
を行います。 
 

２ 委  員 
                      敬称略、五十音順、令和７年１２月１７日時点 

                                        

３ 河川整備計画とは 

河川整備計画とは、平成９年の河川法改正に基づいて、今後２０～３０年間に
行われる河川工事、河川の維持等の内容について、河川管理者が学識経験者や地
方公共団体から意見を聞くとともに、地域住民の意見を反映させながら、河川整
備の全体像を定めるものです。 
この河川整備計画には、洪水等の防災、流水の占用、漁業活動やリクリエーショ

ン等の河川の利用・活用、河川の水質や生態系の保全等の河川環境に関する現状の
課題に対する考え方や今後実施しようとする対策を具体的に盛り込むこととなっ
ています。 

氏  名 役  職 

小 栗 仁 志 中津川市長（岐阜県市長会代表） 

金 子 政 則 八百津町長（岐阜県町村会代表） 

神 谷 眞弓子 東海学院大学学長 

北 真 人 (独)国立高等専門学校機構 岐阜工業高等専門学校 講師 

久 野 美智江 ガールスカウト岐阜県連盟 連盟長 

小 林 由紀子 特定非営利活動法人 e-plus生涯学習研究所 代表理事 

西 條 好 廸 一般財団法人 自然学総合研究所 顧問・理事 

清 水 佳 子 天神川を考える会 

杉 山 博 文 学校法人 華陽学園 岐阜女子大学 理事長 

尾 藤 義 昭 岐阜県漁業協同組合連合会 代表理事会長 

藤 田 裕一郎 岐阜大学 名誉教授 

藤 原 勉 岐阜県土地改良事業団体連合会 会長 

三 井 栄 岐阜大学 社会システム経営学環 教授 

李 富 生 岐阜大学 環境社会共生研究センター 教授 


